
株式会社証券保管振替機構における一般債振替制度の開始に伴う債券に係る上場・売買制度の整備について 

平成17年９月28日 

株式会社名古屋証券取引所 

項   目 内   容 備   考 

１．趣 旨 

 

・平成15年１月に施行された社債等の振替に関する法律（以下「社振法」

という。）により、社債等の権利の移転を、振替機関の口座振替によ

って行うことが可能となった。 

・これを受けて、株式会社証券保管振替機構（以下「保管振替機構」と

いう。）は、社振法に基づき、平成18年１月に社債等を対象とする振

替制度（以下「一般債振替制度」という。）を開始する予定である。

・これを踏まえ、当取引所は、上場債券の決済の安全性・効率性を確保

し、市場の信頼性を高める観点から、上場対象とする債券（国債証券

及び新株予約権付社債券を除く。以下同じ。）の要件を、現行の本券

に替え、今後主流となると考えられる保管振替機構が振替業の対象と

する債券とすることとし、その旨を債券の上場審査基準に規定するな

ど、債券の上場・売買制度において所要の整備を行うこととする。 

・保管振替機構が振替業の対象とする社債等

の種類は、保管振替機構がその業務規程に

定めるところによる。 

・当取引所の指定清算機関である株式会社日

本証券クリアリング機構（以下「クリアリ

ング機構」という。）は、保管振替機構が

振替業の対象とする社債等について、一般

債振替制度を利用した決済制度への対応を

予定している。 

 

２．改正概要 

(1) 上場制度 

①上場審査基準関

係 

 

 

 

 

②上場廃止基準関

係 

 

③その他 

 

 

 

 

・保管振替機構の取扱いの対象であることを上場の要件とする。 

・上場申請時の本券の見本の提出を不要とし、本券に関する基準を廃止

する。 

・上場債券に係る各債券の金額（各債券の金額が複数ある場合にはその

最低額。）は、10万円、100万円又は1,000万円のいずれか一の金額で

あることとする。 

・保管振替機構の取扱いの対象とならないこととなった債券は、上場廃

止とする。 

 

・その他、市場環境の変化に合わせ、以下の基準の整備を行う。 

- 国内債券について、同一発行者に係る上場銘柄数に関する制限を廃

止する。 

 

 

・上場申請に係る債券の発行者は、当該債券

が保管振替機構の取扱いの対象であること

を証する書面を当取引所に提出することと

する。 

 

 

 

 

 

 

・現行は、原則として１発行体１銘柄しか上

場を認めていない。 
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項   目 内   容 備   考 

 

 

 

 

 

- 上場審査基準における発行後経過年数に関する基準を廃止する。 

 

- 未償還額面総額が上場日現在の未償還額面総額の20％未満となった

場合に上場廃止にするという基準を廃止する。 

- 最終償還期限が到来する債券の上場廃止日は、最終償還日から起算

して５日前の日（休業日を除外する。）とする。 

・現行は、発行後経過年数３年以内であるこ

とが上場の要件となっている。 

 

 

・現行は、残存年数が１年未満となったとこ

ろで上場廃止としている。 

(2) 売買制度 

①売買単位 

 

②決済日 

 

 

 

 

 

 

③決済方法 

 

 

 

・各債券の金額（各債券の金額が複数ある場合にはその最低額。）とす

る。 

・債券の売買の決済は、売買契約締結の日から起算して４日目（休業日

を除外する。以下同じ。）の日に行うものとする。ただし、売買契約

締結の日から起算して４日目の日が利払期日（利払期日が銀行休業日

に当たり、利払期日前に利子の支払いが行われるときは当該利子の支

払いが行われる日。以下同じ。）の前日（銀行休業日を除外する。）

に当たる場合は、利払期日（休業日に当たる場合は、順次繰り下げる。）

に決済を行う。 

・取引参加者と顧客の間の決済は、社振法に基づく顧客口座又は保管振

替機構における口座の振替により行う。 

 

 

 

 

・保管振替機構において、利払期日の前日は、

振替が停止されることとなる。 

 

 

 

 

 

・経過利子の計算は、現行どおりとする。 

・清算参加者とクリアリング機構の間の決済

方法については、クリアリング機構の制度

要綱を参照。 

３．実施時期等 

 

・本制度の施行日は、保管振替機構における一般債振替制度の開始と同

時期とする。 

・本制度の施行日現在に当取引所に上場されている債券の売買は、保管

振替機構が当該債券を振替業の対象として取扱いを開始するまで、な

お従前の方法によることとし、当該債券が、平成19年12月末日までに、

保管振替機構が振替業の対象として取り扱う債券とならない場合に

は、平成20年１月末日をもって上場廃止とする。 

・保管振替機構における一般債振替制度の開

始は、平成18年１月10日が予定されている。 

・左記の債券に係る取引参加者と顧客との間

の決済物件の受渡しについては、保管振替

機構が振替業の対象として取扱いを開始す

るまでは現行どおりの決済方法とし、保管

振替機構における取扱い開始後は、２．(2)

③の方法による決済とする。 

以  上 
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